
釧路管内民泊運営事例紹介
-株式会社五明 代表取締役 五明 龍哉 様（釧路市）-
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空き家を活用したAirbnb式まちづくり
-Airbnb Japan株式会社

事業開発部 部長 谷口 紀泰 様-
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個別相談会

地域に愛される民泊を始めるにあたって
～近隣住民と良好な関係性の構築～

令和８年３月２４日（火）

13:30～16:30

釧路市交流プラザさいわい大ホール
（釧路市幸町9丁目1番地）

1

３月18日（水）

参加申込は
こちらから

共催：ＳＡＴＯ行政書士法人

主催：北海道経済部観光局観光振興課

申込〆切

-ＳＡＴＯ行政書士法人 -寺尾 祐一 様
西島 聖紀 様
中村 藍子 様

オンライン参加会場参加

参加無料



宿泊施設が十分でない地域での受け皿として、また、多様な旅行者ニーズに対応した
宿泊形態として「民泊」は本道観光の重要な基盤である。
一方で、地域住民の生活環境への影響などの課題もある。
本セミナーでは、民泊に関心を持つ地域住民の皆さまや自治体のご担当者さま、地域の事業

者さま等を対象に、民泊の正しい知識の理解と活用方法、また、地域の特色を活かしたおもて
なしの向上、安全・安心な運営のポイントなどを学び、地域資源を活かした魅力ある民泊の推
進を図ることを目的に開催する。

開催趣旨

1977年創業。国内最大手の社会保険労務士法人を中心とする士業グループに属する、
道内随一の行政書士法人。道内及び首都圏エリアを中心に全国で、許認可申請・管理
サービスや入札参加資格申請サポート、相続関連手続、補助金申請サポートや創業支援
サポートなど幅広い業務に従事。北海道庁が行う民泊関係業務では、令和元年度から毎
年度、道内各地での「ふれあい民泊セミナー」開催等に協力。

【本セミナー後、参加者からの個別相談に対応します。（当日受付可）】

共催： SATO行政書士法人

問い合わせ先

多くの皆さまの
ご参加をお待ちしています！

北海道経済部観光振興課観光企画 民泊担当

TEL：011-206-6597

mail：kanko.minpaku@pref.hokkadido.lg.jp 

講師ご経歴
大手 EC サイトで国内事業を立ち上げ後、海外事業戦略を担当しDirector 

として東南アジアで EC ビジネスを牽引。その後は外資系OTAにて、日本
へのインバウンドの送客強化を推進する一方で、観光庁、地方自治体と
各プロジェクトの有識者委員も務める。

2020年1月より、Airbnbに入社し、事業開発部にて、自治体や外部企業
との連携を担当。長野県、沖縄県、関西を中心とした自治体と連携し、
ホームシェアリングを活用した地域活性に取り組んでいる。

Airbnb Japan株式会社
事業開発部部長谷口紀泰様

2019年 京都大学経営管理大学院 観光MBA 非常勤講師
2019年～ 観光庁「トップレベルの観光人材育成」協議会委員
2022年～ 長野県共創人口構築事業 アドバイザー
2024年～ 長野県上田市空き家活用アドバイザー
2024年～ 釧路青年会議所「くしろ式観光創発委員会」アドバイザー

申込先：会場参加）https //fureaiminpaku2025.peatix.com/view
オンライン参加）https //fureaiminpaku2025online.peatix.com/view


